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自治体の動きが活発になりつつある

制度選択の可能性について検証を行い、鉄輪地区における景観形成制度の
あり方について具体的な知見を得る

２００７年には大分市でも景観法に基づき景観計画が策定され、
別府市においても現在景観計画の策定が進められている段階

２００５年６月に景観法が全面施行

適用する制度によって求められる基準の条件やその拘束力・効果が異なる

制度内容と規制効果の把握を行い、大分市と別府市においての制度の現況を考察

背景

目的



景観形成に関する諸制度の把握 （上位・下位位置付）

制度選択の可能性の検証・導出

整備指針の活用（鉄輪における既往研究）

既定の景観形成に関する諸制度の効果・特徴
（計画と条例の抱き合わせによる効果等）

一般的な諸制度の規制効果の把握

景観法策定に伴う、制度メニューの増加

別府市を対象

フロー



景観形成に関する諸制度の把握（上位）把握

別府市における景観形成MP、都市計画マスタープラン の位置づけ

別府国際観光温泉文化
都市建設計画区域の整備、
開発及び保全の計画

別府市総合計画

別府市国土利用計画

（2010年を目標）

大分県が定めるもの 別府市が定めるもの

（2020年を目標）

別府市都市景観形成基本計画

ONSENツーリズム推進の考察

他の分野の計画

都市再生整備計画

鉄輪のまちづくり基本構想

即する

即する
即する

即する

即する 即する

連携

連携

見直し

別府市都市計画区域MP 別府市総合計画

別府市国土利用計画

別府市景観形成マ
スタープラン

別府市都市計画マスタープラン



●「既定」の景観形成に関する諸制度の効果・特徴

法律 都市計画法 建築基準法 屋外広告物法 風営法

MP 都市計画MP

区域 都市計画区域 都市計画区域

計画 用途地域
第１種低層住居専用地
域、第２種低層住居専
用地域、第１種中高層

第一種低層住居
専用地域、第二種
低層住居専用地

地区・計画 高度地区 特別用途地区 地区計画

協定 建築協定

主な制度として、

・高度地区
・特別用途地区
・風致地区
・地区計画
・建築協定
・屋外広告物法

（広告物）
・風営法

（用途）

（都市計画法）

（建築基準法）

法律 都市計画法 景観法 建築基準法屋外広告物法風営法

MP 都市計画MP 景観形成MP

景観計画区域

区域 都市計画区域 都市計画区域

計画 用途地域 用途地域外

地区・計画 高度地区 風致地区 特別用途地区 地区計画 景観地区

協定 景観協定 建築協定

第１種低層住
居専用地域、
第２種低層住
居専用地域、
第１種中高層
住居専用地
域、第２種中高
層住居専用地

第一種低層
住居専用地
域、第二種低
層住居専用
地域、第一種
中高層住居
専用地域、第
二種中高層

（１）地区計画の選択肢 の増加

（２）景観地区 の活用
（３）景観計画区域 の活用
（４）屋外広告物上乗せ の活用
（５）景観協定 の活用

景
観
法
制
定

景観法制定に伴う、景観形成に関する諸制度の効果・特徴把握



・大分市 の特徴

別府市、大分市の各制度の特徴把握

地区計画制度

９つの地区のうち２つの地区（判田地区、戸次地区）が開発規制を主な目的

大分市の地区計画指定されている９つの地区

別府市の地区計画指定されている８つの地区

地区計画制度の活用の仕方については、大分市よりも別府市のほうが整備計画に
用途・高さ基準を盛り込むことで積極的な景観維持に活用

全ての地区で建築条例が定められておらず、
勧告・誘導によるゆるやかな規制誘導を行っている

＝
＝

４つの地区で建築条例が定められており、
用途制限・高さ限度に対して規制強化を図っている

＝

・別府市 の特徴

景観法制定に伴う、景観形成に関する諸制度の効果・特徴把握



・ 制度別にみる、基本的な拘束力の大小

① 各制度と規制項目の関係性の表作成（一般的制度）

主体 表記

届出・勧告 △

建築確認 ○

許可 ●

認定　※ ◎

住民×住民 私法的措置 ＃

規定できない ×

行政

拘束力

表： 規制担保による効果基準の定義

制度（計画、地区、協定）

条例

規制
項目

景観法制定に伴う、景観形成に関する諸制度の効果・特徴把握

景観条例 ✓
建築条例 ✓
形態意匠条例 ✓
屋外広告物条例―
用途 ○
容積 ○
高さ ○
壁面位置制限 ○
最低敷地規模 ○
形態意匠 ◎
垣・柵など ◎（＊3）
緑化 △
広告物 ×
各種構造物 ×
街路・水路 ×



・ 制度別にみる、基本的な拘束力の大小

① 各制度と規制項目の関係性の表作成（一般的）

主体 表記

届出・勧告 △

建築確認 ○

許可 ●

認定　※ ◎

住民×住民 私法的措置 ＃

規定できない ×

行政

拘束力
表： 規制担保による効果基準の定義

制度（計画、地区、協定）

条例

規制
項目

景観法制定に伴う、景観形成に関する諸制度の効果・特徴把握

制度（計画・地区） 条例の抱き合わせ 基本的規制力

地区計画
（景観条例）
（建築条例）
（形態意匠条例）

高い

景観地区
（景観条例）
（形態意匠条例）

地区計画
（景観条例）
（建築条例）

地区計画 （景観条例）

景観計画区域 （景観条例） 低い

※ 「高さ」 別に見た時に、高度地区（景観条例）の規制力も強いことが分かる

② 各規制力の強弱 （計画と条例の抱き合わせによる効果等）

景観地区

※ 「用途」 別に見た時に、特別用途地区（景観条例、建築条例）の規制力も強いことが分かる

「用途」を除いては、規制力は同じ

地区計画 （景観条例、建築条
例、形態意匠条例）

（景観条例、形態
意匠条例）

と



＜対象地区＞ ： 鉄輪温泉地区（２４ha）

・ 用途規制が「商業地域」に指定
（建ぺい率８０％、容積率４００％、の都市計画規制）

規制効果の程度にみる制度選択の可能性の検証

・

建物の高さ規制を含めた景観規制が求められている九州横断道路

※ 対象敷地条件：対象地区が別府市の景観計画区域内（高さが１５ｍ以上で届出対象）

多くの観光宿泊施設等の建築物が立ち並んでおり、さら
に商業系のホテル、カラオケボックスや店舗も立地可能

鉄輪における景観形成について検証

・



＜検証方法＞

「高さ」「壁面位置」

整備指針
基本方針・目的から、
各ゾーン毎の達成目標に着目

「高さ」「壁面位置」の項目の内、
規制力の強い制度ごとについて優先的に抽出

鉄輪における景観形成について

規制効果の程度にみる制度選択の可能性の検証

検証



主体 表記 強制力

届出・勧告 △ 小（規制）
建築確認 ○
許可 ●
認定　※ ◎ 中（規制）

住民×住民 私法的措置 ＃ 住民
規定できない ×

行政 強（規制）
拘束力規制担保による効果基準の定義

各制度と規制項目の関係性の表
表： 規制担保による効果基準の定義

鉄輪における景観形成について検証

選択を検証する制度メニュー鉄
輪
の
基
本
計
画
に
あ
る
事
項



＜基本方針＞

連 続 的 な フ ァ サ ー ド 形
成と建物高さの統一

・高さ基準：２５m程度
・セットバック

①自然環境維持ゾーン

③まちなみ形成ゾーン

④コアゾーン

⑤施設ゾーン

②環境創造ゾーン

⑥高度利用ゾーン

九州横断道路

②環境創造ゾーン



例： ⑥高度利用ゾーン

高度地区

（景観条例
＆屋外広告物条例）

鉄輪における景観形成について検証

認定

景観地区

（景観条例
＆形態意匠条例
＆屋外広告物条例）

地区計画

（建築条例
＆形態意匠条例
＆屋外広告物条例）



①自然環境維持ゾーン

③まちなみ形成ゾーン

④コアゾーン

九州横断道路

例：

④ コアゾーン

③ まちなみ形成ゾーン

① 自然環境維持ゾーン

①③④については、高さが１５ｍ以下で届出対象行為の基準に該当
せず、住民同士で締結される「景観協定」という選択肢の存在



①自然環境維持ゾーン

②環境創造ゾーン

③まちなみ形成ゾーン

④コアゾーン

⑤施設ゾーン

⑥高度利用ゾーン

・地区計画（建築条例＆形態意匠条例＆屋外広告物条例）
・景観地区（景観条例＆形態意匠条例＆屋外広告物条例）
・景観重要建造物として指定することで

景観まちづくりのきっかけ

・地区計画（建築条例＆形態意匠条例＆屋外広告物条例）
・景観地区（景観条例＆形態意匠条例＆屋外広告物条例）
・景観協定

・地区計画（建築条例＆形態意匠条例＆屋外広告物条例）
・景観地区（景観条例＆形態意匠条例＆屋外広告物条例）

・高度地区（景観条例＆屋外広告物条例）
・地区計画（建築条例＆形態意匠条例＆屋外広告物条例）
・景観地区（景観条例＆形態意匠条例＆屋外広告物条例）

・景観協定

検証結果より、各ゾーン毎の制度メニューの導出を行った

・地区計画（建築条例＆形態意匠条例＆屋外広告物条例）
・景観地区（景観条例＆形態意匠条例＆屋外広告物条例）

鉄輪における景観形成について検証



● 景観法策定に伴う制度メニューの種類、規制効果の把握

● 鉄輪地区を対象とした制度選択の検証より、

・
高さ基準が１５ｍ以下のゾーンで、住民同士で締結される「景観協
定」という選択肢が多いことが分かった。

・
対象地区にある共同浴場や伝統的建造物を 景観重要建造物 として指定
することで対象地区の景観維持・保全に生かすことができることが分かっ
た

地区計画（景観条例、建築条例、形態意匠条例）
と

景観地区（景観条例、形態意匠条例）の規制力が大きいことが分かっ
た

・

対象地区全体に
地区計画（建築条例＆形態意匠条例＆屋外広告物条例） or
景観地区（景観条例＆形態意匠条例＆屋外広告物条例）

・

規制効果を高めるのに効果的

総括


